
林
業
・
木
材
産
業
の

労
働
安
全
の
確
保
に
向
け
て

TOPICS

03

（
２
）
安
全
対
策
の
取
組

　

労
働
安
全
の
確
保
に
は
、
林
業
経
営
者
と
林
業
従
事
者
の
双
方
の

安
全
意
識
の
醸
成
が
必
要
で
す
。
林
野
庁
で
は
、「
緑
の
雇
用
」
事

業
の
研
修
に
よ
る
、
新
規
就
業
者
に
対
す
る
安
全
に
配
慮
し
た
技
能

の
習
得
、
ベ
テ
ラ
ン
作
業
者
向
け
の
伐
木
技
術
の
学
び
直
し
研
修
、

林
業
経
営
体
等
が
研
修
に
活
用
で
き
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
、
作
業

安
全
講
習
会
の
開
催
等
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
全
国
林
業
改
良
普
及
協
会
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
か
ら
無
料
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
職
場
内

（
１
）
労
働
災
害
の
特
徴

　

林
業
は
、
急
傾
斜
地
な
ど
の
足
場
が
不
安
定
な
作
業
環
境
で
、

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
な
ど
の
刃
物
を
使
用
し
、
重
量
物
で
あ
る
木
材
を
扱

う
こ
と
な
ど
か
ら
、
労
働
災
害
発
生
率
が
高
く
、
右
下
グ
ラ
フ
の
と

お
り
、
令
和
７
年
の
死
傷
年
千
人
率
（
注
）
で
み
る
と
17
・
７
で
全
産
業

平
均
の
約
８
倍
と
な
っ
て
い
ま
す
。
10
年
ほ
ど
前
か
ら
は
減
少
傾
向

に
あ
る
も
の
の
、
近
年
は
横
ば

い
の
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

死
亡
災
害
に
つ
い
て
は
、
伐

木
作
業
中
に
発
生
し
た
も
の
が

約
７
割
を
占
め
て
お
り
、
伐
木

作
業
に
お
け
る
安
全
対
策
が
、

引
き
続
き
重
要
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
経
験
の
少
な
い
作

業
者
に
加
え
て
、
高
齢
・
ベ
テ

ラ
ン
の
作
業
者
に
よ
る
災
害
も

多
い
ほ
か
、
小
規
模
経
営
体

で
の
災
害
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。

注
：　
年
間
の
労
働
者
１
，０
０
０

　

人
当
た
り
に
発
生
し
た
死
傷
者

　

数
（
休
業
４
日
以
上
の
死
傷

　

災
害
）
の
割
合
の
こ
と

毎
年
７
月
１
日
か
ら
７
日
は
「
全
国
安
全
週
間
」

で
す
。
国
内
に
お
け
る
人
手
不
足
が
深
刻
化
す
る
中
、

林
業
・
木
材
産
業
も
例
外
で
は
な
く
、
従
事
者
の
確

保
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

林
業
・
木
材
産
業
の
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
に

は
、
働
く
人
に
と
っ
て
安
全
で
働
き
や
す
い
魅
力
あ

る
職
場
と
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
林
野
庁
で
は
、

本
年
６
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
新
た
な
「
森
林
・
林

業
基
本
計
画
」
に
お
い
て
、
今
後
10
年
を
目
処
と
し

て
林
業
に
お
け
る
災
害
の
発
生
率
を
半
減
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
労
働
安
全
対
策
を
強
化
す
る
た
め
、
伐

木
技
術
の
学
び
直
し
研
修
等
の
取
組
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
木
材
産
業
に
お
い
て
も
安
全
装
置
の
導
入

や
安
全
診
断
・
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
活
用
等
を
図
る

こ
と
に
よ
り
、
安
全
な
労
働
環
境
を
整
備
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
取
組
に
よ
り
、
林
業
・

木
材
産
業
で
働
く
人
を
守
り
、
労
働
災
害
を
減
ら
し

て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

林
業

の
研
修
で
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
安
全
診
断
を
受
け
た
林
業

経
営
体
に
対
し
、
労
働
安
全
研
修
を
セ
ッ
ト
で
行
う
場
合
に
、
防
護

ブ
ー
ツ
、
フ
ァ
ン
付
き
作
業
着
等
の
安
全
衛
生
装
備
・
装
置
の
導
入

へ
の
支
援
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
対
策
の
強
化
に
向
け
て
、
伐
木
作
業
を
始
め
と
す
る
危

険
な
作
業
の
遠
隔
操
作
化
や
自
動
化
の
技
術
開
発
・
実
証
の
取
組
も

進
め
て
い
ま
す
。

林業労働災害撲滅研修

安全診断事業リーフレット

安全衛生装備・装置の導入への支援リーフレット

11

労
働
安
全
確
保
・
経
営
力
強
化
対
策
の
う
ち

林
業
労
働
安
全
確
保
対
策
事
業

https://w
w
w
.f-realize.co.jp/anzenr08/

業種別の死傷年千人率（休業４日以上）の推移
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（
１
）
労
働
災
害
の
特
徴

　

木
材
産
業
の
現
場
で
は
、
加
工
機
械
を
用
い
た
作
業
や
、
重
量
物

で
あ
る
木
材
・
木
製
品
を
日
常
的
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

労
働
災
害
の
リ
ス
ク
が
高
い
環
境
に
あ
り
、
特
に
、
機
械
へ
の
接
触

や
挟
ま
れ
・
巻
き
込
ま
れ
と
い
っ
た
災
害
が
多
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
林
野
庁
で
は
人
の
ミ
ス
が
事
故
に
つ
な
が
り
に
く
い
設

備
や
安
全
装
置
の
導
入
、安
全
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
等
ハ
ー
ド
・

ソ
フ
ト
の
両
面
か
ら
安
全
性
を
高
め
る
取
組
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
取
組
に
加
え
、
現
場
の
作
業
者
に
よ
る
継
続
的
な
安
全

対
策
に
よ
り
、
労
働
災
害
は
着
実
に
減
少
し
て
お
り
、
令
和
7
年
の

死
傷
災
害
件
数
は
過
去
最
少
の
9
1
4
件
と
な
り
、
死
傷
年
千
人
率

も
昨
年
の
11
・
４
か
ら
10
・
２
に
減
少
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
製
造
業
全
体
と
比
べ
る
と
、
依
然
と
し
て
高
い

水
準
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
安
全
対
策
を
徹
底
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

ご
活
用
い
た
だ
き
、
職
場
の
安
全
対
策
の
点
検
・
改
善
に
お
役
立
て

く
だ
さ
い
。

安全診断・評価マニュアルリーフレット「仕事猫」とコラボした作業安全ステッカー

木
材
産
業

22

作
業
安
全
の
啓
発

33 木
材
産
業
に
お
け
る
作
業
安
全
の
た
め
の
安
全
診
断
・

評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
／
作
業
安
全
普
及
啓
発
資
料

https://zenm
okuren.jp/anzen/

　　 一人親方等への保護措置の義務化（令和７年４月１日施行）
　これまで事業者が労働者に対して行っていた、危険箇所への立入禁止や退避等の措置について、労働者と同じ場所で

働く労働者以外の者（一人親方や他社の労働者、資材搬入業者など）も対象とすることが義務付けられました。　　　
　　　　　　　　　　　

　　 職場における熱中症対策の強化（令和７年６月１日施行）
　熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、

❶熱中症のおそれがある作業者を見つけたとき等の報告体制の整備・周知

❷作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など、症状を悪化させないために必要な内容や実施手順の作成・

　周知が義務付けられました。すでに整備されている緊急連絡体制の中に、熱中症対策に関する事項を追加するなどの

　対応が必要となります。

個人事業者等の安全衛生対策について
（厚生労働省ウェブサイト）

職場における熱中症対策の強化について
（厚生労働省ウェブサイト）

22

11

参考

詳しくは
こちら！

　

安
全
対
策
の
更
な
る
推
進
に
向
け
て
、「
仕
事
猫
」
と
コ
ラ
ボ
し

た
ス
テ
ッ
カ
ー
や
研
修
動
画
な
ど
を
林
野
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

公
開
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

（
２
）
安
全
対
策
の
取
組

　

死
傷
災
害
は
減
少
傾
向
に
あ
る
一
方
で
、
痛
ま
し
い
事
故
は
依
然

と
し
て
発
生
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
安
全
確
保
に
向
け
た
取
組
は
短

期
的
に
は
成
果
が
見
え
に
く
く
、
形
骸
化
・
マ
ン
ネ
リ
化
し
や
す
い

側
面
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
特
に
中
小
規
模
の
工
場
で
は
、
人
手

不
足
や
業
務
の
多
忙
化
を
背
景
と
し
て
、
安
全
対
策
が
後
回
し
と
な

る
な
ど
、
取
組
の
継
続
が
難
し
い
と
い
う
課
題
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
重
要
と
な
る
の
が
「
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
」
の
実
施
で
す
。

第
三
者
の
視
点
に
立
っ
て
現
場
を
点
検
し
、
危
険
箇
所
や
作
業
手
順

を
見
直
す
こ
と
は
、事
故
の
未
然
防
止
に
有
効
で
す
。
林
野
庁
で
は
、

専
門
的
な
視
点
に
よ
る
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
を
支
援
す
る
た
め
、
関
係

団
体
等
と
連
携
し
て
「
安
全
診
断
・
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
作
成
し
、

そ
の
普
及
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
一
般
社
団
法
人
全
国
木
材
組
合
連
合
会
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
無
料
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
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